
多摩市における包括的民間委託を活用した 

橋梁維持管理の取り組みと考察 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○加藤さくら

多摩市 楢島 幹夫  

八千代エンジニヤリング株式会社 野田 一弘  

八千代エンジニヤリング株式会社 中島 道浩  

八千代エンジニヤリング株式会社 山本 浩貴  

１．はじめに

我が国の社会資本は，高度経済成長期を中心に

集中的に整備されており，今後，供用から 50 年

以上が経過する施設の割合が急激に増加するこ

とが見込まれている．一方で，人口減少・少子高

齢化に伴う，税収の減少や社会保障関係費の増加

により，道路管理者においても社会資本に投下で

きる予算は，必ずしも従来水準以上の規模を見込

めないところである．実際に，特に市町村におい

ては，種々の制約により修繕等の措置の進捗が難

しく，早期に措置が必要と判断された橋梁に対す

る措置の完了率は，約 3 割に留まっている 1)．  

さらに，社会課題が顕在化・複雑化している中，

社会情勢と技術革新の変化は激しく，我が国が目

指す未来社会 Society5.0 の実現や，それらに向け

たデジタル・トランスフォーメーション（DX）の

ほか，カーボンニュートラル（CN）やダイバー

シティなど，様々な社会的目標や概念等が着目さ

れている．このような中で，インフラ老朽化を取

り巻く社会課題の解決にあたっては，①官民連携

手法の社会実装，②新技術等の開発と社会実装の

2 つの大きな戦略軸があるものと考える（図－1）． 
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図－1 インフラの社会課題解決のアプローチ例 

官民連携手法の一つである包括的民間委託の

実施によって，新技術の導入が促進される等，2

つの戦略軸は，相互に促進の相乗効果があるもの

と捉えており，これは，包括的民間委託を導入す

る大きな意義であると考える．

本稿は，多摩市道路交通課（以下，「本市」と

いう．）における包括的民間委託を活用した橋梁

維持管理の取り組みの現状と考察について述べ

るものである． 

２．背景・目的 

橋梁の持続可能な維持管理の実現に向けた実

務としては，マネジメントサイクル（PDCA）と

メンテナンスサイクル（点検-診断-措置-記録）の

両輪を回す仕組み（アセットマネジメントシステ

ム）を構築し，計画の着実な実行及び課題の段階

的な改善を図る必要がある．これらの実行にあた

り，道路管理者が直営で行う役割のほか，必要な

技術を有する専門家への外部発注というアウト

ソースを行うこととなる．しかし，一般的にも，

特に単年度・分離発注による契約方法等において

は，維持管理のプロセス（定期点検-補修設計-補

修工事等）間の連携不足の観点から，一連のプロ

セスが一貫した方針で実施されていないことや，

定期点検とは別に補修設計時の現地踏査や損傷

確認などの二度手間といった非効率の発生等の

課題があり，本来望ましい一貫した維持管理の実

践や，課題の改善が図りにくい実情がある．

これらは契約方法の選択・組合せの工夫等によ

って効果が期待できる面もある中，本市では，令

和元年度より 5 年間の長期契約にて，本市が管理

する道路橋全 175 橋を対象に，定期点検・長寿命
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化修繕計画改訂・補修設計を一括して 1 事業者が

実施する包括的民間委託に着手しており，持続可

能で総合的な橋梁維持管理の仕組みの確立を目

指しているところである（図－2）．受託者にとっ

ても維持管理プロセス全体を俯瞰して統一的な

目線で捉えることが可能となり，①維持管理プロ

セスの方針等の一貫性及び業務の効率性の向上，

②点検・診断の統一性の向上，③小さな PDCA サ

イクルからこまめに回す改善の加速化等の効果

発現が期待される取組みであり，5 年目となる現

在において，それらの効果を実感し始めていると

ころである． 
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図－2 多摩市の包括的民間委託の概要 

 

３．橋梁維持管理における課題と改善方策 
令和 2 年度の橋梁長寿命化修繕計画の改訂にあ

たり，現状把握のために橋梁維持管理における課

題を整理したうえで，改善方策を設定した．  

3.1 課題 

（１）多様な橋梁特性 

第三者被害が懸念される橋梁や特殊な構造形

式等を有する橋梁など，本市が管理する橋梁の特

性を踏まえたメリハリのある管理を行う必要が

ある． 

（２）診断の精度・バラツキ 

計画的な管理の実現と適正化のため，健全性区

分の診断における精度・バラツキの問題を改善す

るよう，定期点検（判定）のあり方を見直す必要

がある． 

（３）予防保全型管理の停滞 

健全性区分Ⅲ（早期措置段階）橋梁の修繕や耐

震補強など，予防保全対策以上に実施が優先とな

る工事に多くの予算を要する中，予防保全的な措

置も推進していく仕組みづくりが必要である． 

（４）周辺事業の影響 

計画的な管理の着実な推進のため，財源確保等

のほか，耐震補強事業や都市計画事業等の各種事

業との連携・整合や，優先順位を踏まえた柔軟な

運用を行う必要がある． 

（５）管理者側の人員等の制約 

 本市の橋梁担当職員は実質 1 名であり，年間の

執行可能な工事量に限度がある． 

（６）補助制度活用上の留意点 

財源確保に必須となる国の補助制度は，その制

度ごとに対象となる条件が異なり，都度改訂され

るため，常に最新の条件での運用が必要である． 

（７）措置実施までの必要期間 

長寿命化修繕計画に計上する修繕工事は，補助

制度の関係から定期点検の実施年度に当該橋梁

の補修設計が実施できない等，一般に措置実施ま

で複数年度に亘る．そのため，各種情勢の変化の

影響も受けやすい． 

（８）維持工事の実施における職員負担 

限られた予算の中で措置を実施していくこと

を目的として，単価契約による維持工事で対応可

能な補修を積極的に実施しているが，維持工事の

位置付けやその判断基準が明確ではなく，担当職

員の施工者への指示における負担が大きい等の

課題が生じている． 

 また，措置の記録は，措置前後の状況写真等の

簡易なもののみであり，維持管理へフィードバッ

グするうえでは必ずしも十分ではないといえる. 

3.2 改善方策 

本市の橋梁維持管理の課題に対する改善方策

として，①多摩市版の判定・診断の考え方の導入

（対策区分判定の導入），②維持工事の確実な実

施のための施策（維持工事による措置の対象損傷

の仕分け），③計画運用を支援するシステムの構

築を設定し，令和 2 年度より，特に①，②につい

てその実践や検証に着手しているところである

（図－3）． 
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図－3 多摩市の橋梁維持管理の取組体系 
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（１）多摩市版の判定・診断の考え方の導入 

健全性の診断精度の向上や維持工事対象損傷

の仕分けによる職員負担の軽減を目的に，多摩市

版の対策区分判定を導入するとともに，健全性区

分判定と合わせて一定の統一性を持たせる目安

としての判定・診断フローを導入した（図－4）． 
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図－4 多摩市版判定・診断フロー（目安） 

 

対策区分判定は，対策の要否・緊急性等の観点

で措置の方針区分を細分化・判断するものであり，

点検結果から一旦，当該区分を技術的に判断する

ことで，健全性の診断精度・統一性の向上を図っ

た．なお，国土交通省の橋梁定期点検要領におい

ても，各区分の定義は示されているが，表現の解

釈もあり定型化は困難であるため，本市の管理橋

梁の特性を踏まえた橋梁構造の安全性や第三者

被害予防，維持工事対応の可否の観点を踏襲した

判定・診断フローを作成した．これにより，目安

としての基本的な考え方と対応策を明確化した． 

さらに，定期点検において維持工事で対応可能

な「M 判定」を仕分けることにより，点検後の迅

速な措置の実施や施工者への指示における職員

負担の軽減を図った． 

なお，毎年度の定期点検における診断での運用

を通じて，判定・診断フローの表現や判断条件の

詳細等について調整している．例えば，積極的な

維持工事対応を前面に出す表現にするなど，計画

における基本方針等の考え方と，定期点検や補修

設計の実務をつなげる媒体としても機能するよ

う，見直しを行っている. 

（２）維持工事の確実な実施のための施策 

改善方策の実効性を担保するため，財源措置と

して，対策区分判定を導入した上で，維持工事の

位置付けや当該予算枠を区別して設けることを

基本方針として明確に文書化した．これにより，

各種制約等の実情下においても，毎年度一定程度

の補修を進捗させていくこととした． 

一般に，地方公共団体では定期点検時に必ずし

も対策区分判定を行わないことから，長寿命化修

繕計画において，健全性区分を管理指標とすると，

本来維持工事で対応可能な「M 判定」の損傷等も

健全性区分Ⅱの扱いに内包されてしまい，結果と

して予算制約下における優先順位等の関係上，橋

梁単位で措置の計画や実施の時期が先送りされ

てしまっているケースも多いものと考える. 

本施策により，維持工事による迅速な措置・劣

化の進行の抑制と，補修詳細設計に基づく措置・

安全性の回復の両立により，予防保全型の維持管

理への着実な転換が図られると考える（図－5）． 
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図－5 対策区分判定に基づく橋梁管理フロー 

 

４．包括的民間委託を通じた改善方策の実効 

性を高める試行検証 

健全性診断の精度向上や，予防保全的な措置を

進捗させる仕組みの実効性を高めるため，前述の

改善方策を設定し，令和 3 年度より主に以下のよ

うな試行的な取組の実践や検証に着手している

ところである． 

4.1 三者協議(管理者・受託者・維持業者)の実施 

本市の橋梁維持管理に係る管理者・受託者（コ

ンサル）・維持業者の三者が，橋梁維持管理にお

ける現状や課題，業務・工事間の連携等について，

意識の共有や意見交換を目的として，意見交換の

機会としての三者協議を令和 3 年 6 月に実施した． 

維持工事に関する改善方策については，単価契
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約による維持工事実績等から初期条件を設定し

ている多摩市版の導入判定・診断フローの各種条

件，特に，維持工事対応の可否について，維持業

者の立場から対応の可否等を確認し，本「M 判定」

の確実な実施を担保した（表－1）． 

表－1 三者協議意見交換内容（一部） 

項目 維持業者の意見 

維持工事 
契約方法 

・維持工事の目的・特性上，利用者にと
っての供用性維持を第一とし，年間予
算でなるべく多くの現場や緊急事案へ
の対応が望ましい 
→案件単位の金額が，過度なものとな
らないよう意識することも重要 

・予算や現場の全体を，大局的な視点か
ら管理して措置（予算投下）の要否を
判断する必要がある 

対象損傷 
判断基準 

・維持工事対象の判断基準のあり方は，
年間予算の上手な運用が必要となる維
持工事の目的・性質上，これまでの維
持工事の工法等の実績見合いの考え方
とすることが，基準の初期値としては
適当である 

 

4.2 簡易補修の試験的施工及びモニタリング 

現状は，定期点検と維持工事の担い手が異なる

分離発注（前者はコンサル，後者は維持業者）の

ため，損傷の発見から措置までのタイムラグがあ

り，管理の質やリスクの観点からは改善の余地が

あるところである．改善方策としては，両者の連

携を促す包括的な委託のあり方の検討のほか，定

期点検時に点検を行う者が可能な維持工事を実

施することが考えられる． 

そこで，定期点検時に可能な維持工事の追求を

目的に，実際の定期点検時に簡易補修を試行した

（令和 3 年 8 月）．モニタリングの観点から，ア

プローチしやすい橋台付近の地覆部の剥離・鉄筋

露出を対象に，施工の熟練度を要しない数種の工

法・材料（スプレー塗布系・断面修復系）にて施

工した（図－6）．現状の所感として，試行した工

法・材料はいずれも，点検を行う者で施工可能で

ある．また，施工品質の検証を目的に，施工日時・

天候や施工箇所・数量，所要時間等の施工情報を

記録し，施工後にモニタリングを実施することと

した．引き続き確認していく予定であるが，施工

後約 1 年が経過した時点（令和 4 年 7 月）では，

当該箇所の再劣化は見られていない． 

これまでの試験的施工及びモニタリング結果

より，一定の施工性や品質を確認できたことから，

令和 5 年度より，定期点検の対象橋梁全橋におい

て，所定の損傷を対象に，主にスプレー塗布系の

材料による簡易補修を実施している． 

なお，補修工法により損傷の規模・復旧形状等

が施工の所要時間に影響することから，適用工

法・材料や損傷については，定期点検の工程との

関係等を検討する必要があると考える． 

  

  

図－6 定期点検時の簡易補修 

 

また，本市の現状の維持工事発注では，簡易足

場までの使用が見込まれており，施工箇所への近

接にあたって橋梁点検車を使用する必要がある

部位は，維持工事の対象外となっている．試験的

施工を実施した工法・材料は，橋梁点検車上でも

施工が可能であるとみられることから，前述した

定期点検の工程との関係に留意したうえで，橋梁

点検車を使用した定期点検時に維持工事を行う

ことも有効であると考える．今後，実際に橋梁点

検車を使用した定期点検時における簡易補修も

試行していく． 

引き続き，試験的施工及びモニタリングにより，

定期点検時の簡易補修による，従来の維持工事と

のコスト縮減効果や工程短縮効果について，検証

していきたい． 

4.3 複数年契約を活用したひびわれ継続監視 

従来の定期点検における損傷図作成や写真撮

影では，必ずしも継続性のあるデータの取得は難

しく，ひびわれ等の損傷の進行性を継続的かつ客

観的に判断しにくいといった課題がある．ひびわ

れ等の進行性をより正確に判断できれば，診断精

度の向上に伴い，予防保全的な措置の適時の実施

判断のほか，本当に早期措置を実施すべき橋梁へ

の適切な予算投下や，不要または過度な補修設

計・措置を抑制することで，ライフサイクルコス

トの適正化が期待されるものと考える． 

そこで，複数年契約という特徴を生かし，令和

施工状況（R3.8） 施工状況（R3.8） 

補修状況（R3.8） 補修状況（R4.7） 
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3 年度より，従前の点検でひびわれが進行傾向に

ある PC 橋について，新技術を活用した追跡調査

を実施している．画像計測技術により，ひびわれ

を AI 検知・図化することで，診断の高度化に資

する正確かつ客観的なデータを取得し，ひびわれ

の進行性を継続監視しているところである（図－

7）．画像取得の手法については，人力のほかドロ

ーンを使用した場合の適正等も合わせて検討し

ている． 

これまでの継続監視により，AI による損傷図作

成は，一時点の詳細な損傷図の作成においては，

人力による損傷図作成よりも早く，正確であるこ

とが確認できた．一方で，損傷の進行性を正確に

把握するためには，撮影条件の完全一致や,撮影

環境（斜光，温度変化等）の完全一致が必要とな

るが，現場における複数回のデータ取得において，

撮影条件等を完全に一致して計測することは現

実的でないと考える．引き続き，AI による損傷図

を用いた進行性や健全性評価の判断方法につい

て，検証していきたい． 

  

  

図－7 調査状況／ひびわれ解析図 

 

5．包括的民間委託による効果の考察 

本市では，橋梁維持管理における包括的民間委

託を導入して本年度で 5 年目となる．包括的民間

委託による橋梁維持管理により，受託者にとって

は各種業務を複数年という期間の視点から俯瞰

して捉えることで，業務の効率化のほか積極的な

改善提案やその実践（試行検証含む）が促されて

おり，それら改善提案への管理者の理解から成る

官民の連携意識の醸成や取組の加速化が促され

ていると考える． 

前述した課題の改善方策に基づく橋梁維持管

理や複数年契約の特性により，一例として，以下

のような効果が発現してきている． 

5.1 早期措置段階の橋梁割合の減少 

包括的民間委託による，改善方策①，②に基づ

いた橋梁維持管理により，包括的民間委託の導入

当初と比較して早期措置段階（健全性区分Ⅲ）の

橋梁の割合は着実に減少しており，健全性は回復

傾向にある（図－8）． 

Ⅲ

41%

Ⅱ

51%

Ⅰ

8%

対象橋梁

171橋

Ⅲ

10%

Ⅱ

41%
Ⅰ

46%

対象橋梁

175橋

＜H26～H30年度＞ ＜H29～R4年度＞

Ⅰ:健全

Ⅱ:予防保全段階

Ⅲ:早期措置段階

Ⅳ:緊急措置段階

R1年度

：対象5橋追加
 

図－8 健全性分布の改善 

 

これは，同一事業者による一貫した診断，及び

多摩市版対策区分判定の導入による健全性診断

の精度向上・バラツキの解消のほか，維持工事に

よる迅速な措置，並びに早期措置段階の橋梁の計

画的な修繕を両立することで，限られた予算の中

でも予防保全的な措置を可能な限り進捗させて

いることが作用していると考える． 

一方で，予防保全型の維持管理への転換を促す

維持工事による措置は，簡易補修の試験的施工と

同様に，耐久性等の措置効果については継続的な

モニタリングの実施が重要である．前述の追跡調

査のとおり，複数年の長期契約である包括的民間

委託としているからこそ，モニタリングを通した

検討も実施できる面もあり，今後丁寧に措置効果

を検討していく． 

5.2 周辺事業等の動向を踏まえた柔軟な対応 

複数年契約の効果を発揮した一例として，令和

4 年度に，某橋梁の周辺事業の事情を踏まえ，定

期点検の実施時期を調整・実施した． 

某橋梁の一部区間の公差条件である都道の拡

幅に係る工事が令和 4 年度の第一四半期に予定さ

れており，一方で当該橋梁の定期点検が同年度に

該当していたことから，当該区間の定期点検を，

工事が着手される前に早々に実施する必要があ

った．複数年契約であり，受託者も年度の切れ目

なく業務に臨めることから，柔軟な対応が可能と

なり，4 月早々から点検準備に着手でき，無事に

当該区間の定期点検を実施できた． 

また，道路メンテナンス事業補助制度において，

令和 3 年度より優先支援の要件が変更・追加され

ており，各道路管理者は対応を進めているところ

調査状況（R3.7） 

調査状況（R5.5） 調査状況（R4.5） 

ひびわれ解析図 
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である．本市においては，包括的民間委託のなか

で適宜橋梁長寿命化修繕計画を見直すこととし

ており，優先支援要件に追加に対しても即時に対

応ができた．また，優先支援要件として新たに追

加された項目は，新技術の導入や集約化・撤去に

関する方針・数値目標と，それらによるコスト縮

減目標を個別施設計画に記載することであった

が，包括的民間委託により，全管理橋梁・維持管

理プロセス全体を俯瞰して統一的な目線で管理

できているからこそ，実効性のある検討が可能と

なったと考える． 

 

6．今後の展望 

今後さらに基本方針の実効性を高めるために，

例えば①包括的な業務委託の高度化や②補修の

設計と施工の連携等の，調達スキームの高度化等

が考えられる（図－9）． 

❶包括業務委託の⾼度化 ➋補修の設計と施⼯の連携

基本⽅針の実践 (維持⼯事の合理化)

定期点検 維持⼯事
包括業務委託現在

段階的
改善

単価契約等

包括業務委託 役割分担・連携

補修設計 修繕⼯事
包括業務委託 ⼯事請負

包括業務委託

技術協⼒ ⼯事請負

＜発注・契約区分＞ ＜発注・契約区分＞

将来
包括業務委託 等

凡例︓担い⼿
コンサル
(yec)

維持
業者

建設
会社 ＪＶ等

＋

包括業務委託 等

役割分担・連携 単価契約等
＋＋

 
図－9 調達スキームの高度化例 

 

6.1 包括的な業務委託の高度化 

包括的民間委託と維持工事の適正な役割分担

のほか，将来的には現在の包括的民間委託と維持

工事等の請負工事の包括化の検討により，さらな

る業務・工事間の連携促進による効率化や職員の

発注・指示手間の負担軽減の可能性が考えられる． 

現状では，前述のとおり，管理者（本市）・コ

ンサル・維持業者の三者の意見交換を設け，業

務・工事間の連携について三者の立場から課題意

識を共有できたことは今後の段階的な取り組み

に向けた契機となったものと考える．引き続き連

携の可能性やあり方等について丁寧に検討して

いく． 

6.2 補修の設計と施工の連携 

本市では，斜張橋やランガー橋等の特殊な構造

形式の橋梁も管理している．委託業務の補修設計

業務と請負工事の連携を図り，現在の包括的民間

委託における補修設計業務段階で施工者からの

技術協力を得ること 2)で，特殊な構造形式の橋梁

の補修等，特に高度な施工技術が要求される場合

に工事の円滑化の可能性が考えられる． 

 

7．まとめ 

包括的民間委託による橋梁維持管理により，従

前と比べて受発注者間のコミュニケーションが

改善され信頼関係を築いてきている．本市では引

き続き，受託者にとってノウハウの発揮や積極的

提案の機会となる包括的民間委託を活用し，改善

方策の実践と検証によるこまめな改善により，持

続可能な橋梁維持管理を実現する仕組みを段階

的に成熟させていきたい． 

また，市町村においては，種々の課題がある中

で，複数・広域・多分野のインフラを「群」とし

て捉え，地域のインフラを総合的かつ多角的な視

点から戦略的にマネジメントすることが必要で

あると国が提言している 3)．戦略的なマネジメン

トの展開にあたっては，新技術の導入等も重要な

視点であり，上記提言のような考えのもと，包括

的民間委託等の事業スキームの導入が進んでい

くほど，新たに求められる新技術も開発・実装さ

れていくことが望ましいと考える．なお，現場へ

の新技術の実装にあたっては，導入を推進する体

制や実証フィールドが不可欠である．複数年契約

の包括的民間委託は，従来の契約手法と比較して

新技術等を活用するインセンティブが働きやす

い仕組みであるととともに，本取組のように，積

極的な改善提案やその実践が促される仕組みで

あることから，新技術等の社会実装に向けた実証

フィールドの創出の観点でも意義があるものと

考える．今後，新技術のさらなる開発や社会実装

の促進に向けて，包括的民間委託をはじめとする

官民連携手法等の事業スキームの社会実装の観

点から貢献していきたい． 
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